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命 令 書

再 審 査 申 立 人 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合

再 審 査 被 申 立 人 エクソンモービル有限会社

主 文

本件再審査申立てを棄却する。

理 由

第１ 事案の概要及び本件において請求する救済内容の要旨

１ 事案の概要

本件は、昭和５１年６月７日に同種の解雇事由により懲戒解雇処分を受

けたＢ、Ｃ及びＤについて、会社が、ス労に対しては同労働組合の組合員

であるＢ、Ｃの原職復帰を前提とした和解の提案を行ったのに対し、組合

に対しては、組合の組合員であるＤの原職復帰を前提とした和解を提案し

なかったこと等の差別的取扱いが労働組合法第７条第１号及び第３号に、

社長が昭和６１年６月９日のＥＲ（人事関係）セミナーにおいて「Ｄ氏は

思想的に問題があるので職場復帰させる考えはない」旨の発言をしたこと

等が同条第３号に該当する不当労働行為であるとして、昭和６２年４月１

６日、東京都労委に救済申立てのあった事件である。
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なお、組合は、平成元年８月３１日（以下、平成の元号は省略する 、。）

東京都労委及びＺ委員を当事者に追加するよう申し立てたが、東京都労委

は同年９月２５日、当事者を追加しない旨組合に通知した。

２ 本件において請求する救済の内容の要旨

( ) 昭和６２年４月１６日付け救済申立書（初審）1

①会社は、組合及びＤを排除した上で、ス労との間で進めている和解

、 、 （ ）交渉を即刻停止すること ②会社は 昭和６１年６月のＥＲ 人事関係

セミナーにおける社長発言を撤回・謝罪すること、③会社は、同セミナ

ーの録画を全国の監督者（職制）に見せて説明したことを撤回し、謝罪

すること、及び④文書掲示・社内報配布

( ) 昭和６２年６月２５日付け準備書面（初審）2

上記( )の①を「会社は、組合及びＤを排除した上で、ス労との間で1

進めている和解交渉を、②及び③の救済内容が実現するまでの間停止す

ること」に変更し、上記( )の③を「会社は、同セミナーの録画を全国1

の職制に見せて説明し、組合に対する差別を助長させていることを撤回

し、謝罪すること」に変更。

( ) 昭和６３年４月２８日付け準備書面（２ （初審）3 ）

上記( )の①を「会社は、Ｄの解雇が撤回されるまでの間、昭和６３2

年３月３１日に成立した会社とス労及び同労組員Ｂ、Ｃの和解を撤回す

ること」に変更。

( ) １９年５月２２日付け準備書面（再審査）4

上記( )の①を「会社は、組合に対し、組合員Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、3

Ｉ、Ｊ、Ｋの解雇撤回・職場復帰を前提に、すべての係争案件の全面解

決を行う旨の和解案を提案すること」に変更。

３ 初審命令の要旨

東京都労委は、３年７月１０日、本件救済申立てに係る和解関連の事実

は労働組合法第７条第１号及び第３号には該当せず、社長発言については
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組合主張の事実の疎明がないとして、救済申立てを棄却する命令書を交付

した。

４ 再審査申立ての要旨

組合は、３年７月１７日、これを不服として、初審命令の取消しを求め

て再審査を申し立てた。また、組合は、同年１２月３日、東京都労委らの

当事者追加の申立てをした。

なお、組合は、再審査において、上記２の( )のとおり、初審において4

請求した救済の内容の一部を変更した。

５ 本件の争点

( ) 昭和５１年６月７日に同種の解雇事由により懲戒解雇処分を受けた1

Ｂ、Ｃ及びＤに関して、会社が、ス労に対しては同労働組合の組合員で

あるＢ、Ｃの原職復帰を前提とした和解の提案を行ったのに対し、組合

に対しては、組合の組合員であるＤの原職復帰を前提とした和解を提案

しなかったことが、労働組合法第７条第１号及び同条第３号の不当労働

行為に該当するか。

( ) 昭和６１年６月９日のＥＲセミナーにおいて社長が「Ｄ氏は思想的に2

問題があるので職場復帰させる考えはない」旨発言したか。社長の同発

言及び会社が同セミナーの録画を全国各地の事業所等において職制に見

せたこと等が、労働組合法第７条第３号の不当労働行為に該当するか。

第２ 当事者の主張要旨

当事者の主張は、次のとおり付加するほかは、本件初審命令理由第２の

１「当事者の主張 （初審命令書１３～１４頁）と同一であるから、これ」

を引用する。

１ 再審査申立人

( ) 争点１について1

ア 会社が組合とス労に「同様の和解条件を提示した」とする初審命令
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の事実認定には誤りがある。会社は、組合には「Ｄさんは職場復帰さ

」 、 「 、 」せる考えはない と述べ ス労には Ｂ Ｃの職場復帰を前提にする

と提案したのが事実である。複数労働組合併存の下で、同一事案につ

いて、一方に提案し他方に提案しなければ、組合間差別の不当労働行

為が成立するはずである。

イ 労働組合法第７条の使用者は 「労働者の労働関係上の諸利益に影、

響力ないし支配力を及ぼし得る地位にある一切の者」と解すべきであ

り、したがって、会社の組合に対する差別、排除に加功して、ス労に

のみ解雇撤回・職場復帰の和解を進めた東京都労委らは、不当労働行

為の当事者として問責されなければならない。

( ) 争点２について2

昭和６１年６月９日当日の社長説明だけでなく、当日の社長説明前後

の一連の行為、すなわち、人事担当取締役の説明、及び社長説明後の質

疑応答、さらに、その後人事・労務担当者が全社的に各地を回って説明

を行ったこと全体が、組合に対する支配介入の不当労働行為である。

２ 再審査被申立人

( ) 争点１について1

ア 会社はス労及び組合に対して「労使紛争すべてを一括解決し、将来

に向けて労使関係を改善・正常化できる内容の和解でなければならな

い」との同じ提案を現に行ったものであって、これを受け入れたス労

と会社の間ではそれ以降和解交渉が進展し、最終的には両者の間で和

解が成立したのに対し、組合はこれを拒絶したがためにそれ以降会社

と組合の和解交渉は進展せず、ゆえに和解も成立しなかったにすぎな

い。これは、専ら組合自身が自らの選択により会社の提案を拒絶した

ことによるものであるから、本件においてＤに対する不利益取扱い及

び組合に対する支配介入が成立する余地は一切ない。

イ 昭和５１年の懲戒解雇におけるＤの解雇理由や同人の解雇後の事情
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等にかんがみても、会社から組合に対して、積極的に和解の提案をし

なかったことが不当労働行為と評価される余地は全くない。

( ) 争点２について2

組合の主張を支える証拠は一切存しないことは明らかであって、その

主張には理由がない。

第３ 当委員会の認定した事実

当委員会の認定した事実は 本件初審命令理由第１ 認定した事実 初、 「 」（

審命令書２～１３頁）のうち、その一部を次のとおり改めるほかは、当該

認定した事実と同一であるので、これを引用する。この場合において、当

該引用する部分中 「本件申立て」を「本件救済申立て」と 「当委員会」、 、

を「東京都労委」と 「自主労組」を「組合」と 「 」を「Ｂ」と 「 」、 、 、N A

を「Ｃ」と、それぞれ読み替えるものとする。

１ １を次のとおり改める。

「１ 当事者等

( ) 再審査被申立人会社は、肩書地に本社を置き、全国各地に支店、1

販売事務所、管理事務所、油槽所等を設け、石油製品及び石油関連

各種製品の製造・輸入・販売を業とする従業員約７００名の会社で

ある。

会社の前身であるエッソ石油は、昭和３６年にスタンダード・ヴ

（ ）ァキュームオイル・カンパニー・ジャパンディビジョン 米国法人

、 、 、が分割された際 モービル石油とともに設立され 昭和４６年には

エッソ石油の化学製品販売部門が分離してエッソ化学が設立され

た。その後、エッソ石油は、１２年２月にエッソ石油有限会社に組

織変更し、さらに１４年６月、モービル石油有限会社等と合併して

現在の会社となった。

( ) 再審査申立人組合は、昭和５７年９月２５日に、ス労（組合員数2
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は本件再審査審問終結時２５名）から分離・独立して結成された労

働組合（会社に結成が通告されたのは同年１０月１４日）で、組合

員数は本件再審査審問終結時３３名であった。

、 、 、 、( ) なお 会社には 本件初審申立て当時 上記組合及びス労のほか3

昭和４９年６月に結成されたエ労があり、エ労は、１３年１０月に

モービル石油労働組合と合併してエクソンモービル労働組合とな

り、さらに１６年１０月に東燃ゼネラル石油労働組合と合併して、

現在のエクソンモービルグループ労働組合（組合員数は本件再審査

審問終結時約１４００名）となった。 」

２ ２( )に次の を加える。1 ○24

「 なお、Ｂは昭和５１年１２月、宴会帰りに警察官にタクシーを止○24

めるよう要求し、同警察官に対して引っ張る、つかむ等の暴行を加

えたとして公務執行妨害罪で起訴され、同５３年７月に有罪判決が

確定している。 」

３ ２( )②の末尾に次を加える。2

「同判決においては、Ｄが７件の起訴事実について有罪とされたのに対

し、Ｂは１件の起訴事実について有罪とされ、Ｃは無罪であった 」。

４ ２( )に次の⑩を加える。2

「⑩ 昭和５９年 月１０日、組合の組合員らが大阪支店事務室に侵入4

してデモ行進等を行い、Ｄを含む組合の組合員５人が建造物侵入の

容疑で起訴された（以下「昭和５９年刑事事件」という 。同６３。）

年３月、大阪地方裁判所は５人の被告全員を有罪とする判決を言い

渡し、控訴審、上告審でも有罪判決が維持され確定した。

同刑事事件に関連し、同５９年７月２４日、組合の５人の組合員

（Ｈ、Ｋ、Ｊ、Ｇ及びＩ）が懲戒解雇された。同組合員５人は、同

６０年１２月、同懲戒解雇について、大阪地方裁判所に解雇無効の
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訴えを提起したが、８年７月、解雇有効の判決が言い渡され、控訴

審、上告審でも同判決が維持され確定した。また、組合は、昭和５

９年８月、同懲戒解雇その他の懲戒処分等について、大阪府労委に

不当労働行為の救済申立てを行ったが、同労委は１６年１１月に組

合の申立てを却下ないし棄却する旨の命令を交付した。組合はこれ

、 。 」を不服として再審査を申し立て 現在中労委に係属中である

５ ３( )④の第２段落中「それぞれ行われることになった」の次に「 以1 （

下、同年４月１４日ないし５月６日以降の和解交渉を「本件和解交渉」と

いう 」を加える。。）

６ ３( )⑤を次のとおり改める。1

「⑤ 同年 月１４日 会社とス労の和解期日において、ス労は、会社が4

求めた一括解決に対して特に異議はないとの意向を示した。しかしな

がら、ス労が 「１回目の和解で会社よりＢ及びＣの職場復帰の回答、

が出なければ、その場で和解を打ち切る」との強い姿勢を示したのに

対し、会社が、職場復帰を認めるか否かについて社内の最終決定をし

ておらず、かつ、会社の幹部に何も説明していない段階で、具体的和

解条件に踏み込めないとして、抽象的内容しか提示しなかったため、

話合いが進まず、東京都労委は和解を打ち切った。

４月１６日、ス労は会社との団体交渉の場で、４月１４日の和解期

日における会社の対応を「和解する気がないからこそ職場復帰を提示

しなかったのだ 「会社が本当に和解を望んでいるのなら、決裂は」、

なかったはずだ」と非難したが、会社は「 和解の打切りは）意外だ（

った」と述べる等のやりとりがあった。その後の数回の団体交渉に際

してもその点について話し合われた。

その間の４月２１日、東京都労委から会社及びス労の代理人を通じ

て、和解再開の打診がなされ、４月２５日ごろには、東京都労委に和

解の再開を依頼することで会社とス労の意見が一致した。
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５月７日、労側参与委員及び使側参与委員から東京都労委に対し、

ス労と会社の和解を再度行ってほしい旨の申出がなされ、東京都労委

、 。 」は ス労と会社の両当事者から事情を聴取することとした

７ ３( )⑥を次のとおり改める。1

「⑥ 同年５月６日、組合と会社の和解期日において、東京都労委は、組

合と会社の双方から、和解のテーブルに着く前提について聴取した。

組合はＤの職場復帰のみを主張したのに対し、会社は組合と会社との

間で紛争中のすべての事件を含む全面的な話でなければ解決にはなら

ないと主張した。そして、組合が、Ｄの職場復帰を前提にしないので

あれば話にならないとしたのに対し、会社は、Ｄの職場復帰を考慮で

きる状況にはないと述べ、同人の職場復帰を和解交渉の前提にするこ

とには応じられないとしたため、東京都労委は、職場復帰・他の諸事

件の状況等和解の機が熟していないとして、和解を打ち切った。

会社は、同期日の時点では、Ｄの復職をどの範囲で認めるか、認め

ないかということについては未だ社内で検討しておらず、また、同日

、 、 、 、以降においても 会社内における議論は 専らＢ Ｃの復職に集中し

Ｄの復職については全くその対象とされなかった。

組合は、上記和解打切り後、会社や東京都労委に対し、和解交渉の

打切りを非難し、あるいは、その再開を求める等の申入れをしたこと

、 。は一切なく 団体交渉の場を含め和解が話題とされたこともなかった

なお、当時、組合と会社との間における紛争中の事件とは、昭和５

９年刑事事件、同事件に関連して行われた組合の組合員５人の懲戒解

雇に関する訴訟及び不当労働行為救済申立て、Ｅの昇格に関する不当

労働行為救済申立て、Ｅに対する出勤停止処分及び懲戒解雇に関する

不当労働行為救済申立て、Ｅの自宅競売に関する不当労働行為救済申

立て、Ｆに対する出勤停止処分に関する訴訟、Ｆの懲戒解雇に関する

訴訟、野田油槽所の閉鎖に関する不当労働行為救済申立て、組合費の
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チェック・オフに関する損害賠償請求訴訟等であり、Ｄのほかにも７

人の懲戒解雇者の解雇問題について裁判所や労働委員会で争われてい

。 」た

８ ３( )⑦の末尾に次を加える。1

「そして、Ｂ、Ｃのほかにス労の組合員で解雇を争っていた者はいなかっ

た 」。

９ ３( )②中「この管理事務所長等に対する社長説明」の次に「 以下「社2 （

長説明」という 」を加える。。）

３( )を削る。10 3

４( )中「両名を復職させるなどであった 」を「両名を復職させる、他11 1 。

の紛争もすべて申立ての取下げ等により解決するなどであった 」に改め。

る。

４( )を次のとおり改める。12 2

「( ) 同年９月３０日、東京都労委は、別件５１年不第１２６号事件の2

うち、Ｄの懲戒解雇に係る部分につき、前記２( )③⑤⑪⑮⑯の事実1

は懲戒解雇事由に該当するとして、救済申立てを棄却した。組合は

これを不服として再審査を申し立て、１７年５月１２日、中労委が

同再審査申立てを棄却したところ、組合は、中労委命令の取消しを

求めて、同年１１月４日東京地方裁判所に行政訴訟を提起した 」。

４中( )及び( )を削る。13 3 4

第４ 当委員会の判断

１ 争点１（和解の提案）について

( ) 和解は、互譲の精神に基づき、当事者双方が誠実かつ真しに歩み寄る1

ことにより、初めて可能となるものである。すなわち、当事者双方が相

手の立場を尊重し、相互の信頼と理解を深め、自らの求める和解条件に

譲歩を重ねる中で、ようやく合意に達するものである。したがって、相
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手の立場を尊重せず、自らの希望条件のみに固執しているのでは、和解

交渉に入れないことはいうまでもない。

また、和解は紛争の解決を目指すものであるところ、和解に対する各

当事者の意向は、会社と各労働組合との労使関係や紛争の状況等の相違

に応じて、それぞれ異なってくるのは当然のことであるから、会社は、

紛争内容等が異なる労働組合に対して、必ずしも同一の和解条件を提示

する必要はなく、いつ和解の意思表示をするか、どのような和解条件を

、 、 。提示するかは 原則として 当事者双方の自由といわなければならない

もっとも、会社が、和解交渉において、合理的理由なく、労働組合間

で異なる意向を示したり、提案を行った場合には、不当労働行為の問題

が生じ得る。

そこで、以下、本件和解交渉の経過がどのようなものであったか、ま

た、紛争内容等がどのようなものであったかを検討する。

( ) 和解交渉の経過2

、 、 、ア ス労 組合及び会社がそれぞれ示した和解の前提条件は ス労がＢ

Ｃの職場復帰、組合がＤの職場復帰、会社がすべての紛争の一括解決

であった（前記第３で改めた上で引用した初審命令理由第 の３( )1 1

⑤～⑦ 。）

なお、会社の求めた紛争の一括解決は、多年にわたり複数の紛争を

抱えてきた労使関係を正常化させるためには不可欠のものであったと

考えられ、同前提条件が格別不合理であったとはいえない。

イ ス労は、昭和６１年４月１４日の最初の和解期日において、会社の

求める紛争の一括解決に特に異議はないとの意向を示した。これに対

し会社は、組合が同期日内に即答することを求めたＢ、Ｃの復職につ

いて、まだ社内で意思決定ができておらず、同期日において同人らの

復職を認める方向での和解交渉に応じることを明言できなかったた

め、東京都労委は、和解を打ち切った。しかしながら、会社は、同日
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以降、ス労との団体交渉の場における話合いを経て、同人らの復職を

前提とした和解交渉に応じることについて最終決定を行い、同年５月

２２日の和解期日においては、ス労が紛争の一括解決及び労使関係の

正常化に合意するのであれば同人らの職場復帰に応じる意向のあるこ

とを示した（同３( )⑤・⑦ 。そして、その後、１年１０か月にわ1 ）

たって交渉が行われ、正常な労使関係の樹立、同人らの復職、すべて

の紛争の一括解決等を内容とする和解が成立した（同３( )⑦、同４1

( ) 。1 ）

そうすると、ス労と会社間の和解は、相手の立場を尊重し、真しな

話合いを通じ相互に譲歩を重ねてようやく達成できたものと考えられ

る。すなわち、会社は、同年 月１４日の時点ではＢ及びＣの復職を4

認めることについて意思決定をしていなかったが、ス労が紛争の一括

解決に異議がない意向を示したことや、その後の団体交渉におけるス

労の対応を踏まえて、ス労に対する信頼や理解を深め、同人らの復職

を前提とした和解に応じる方向へと会社の意向を固めていったことが

うかがえる。

、 、 、ウ 組合と会社については 同年５月６日の和解期日において 組合は

Ｄの職場復帰のみを主張して、会社の求める紛争の一括解決に応じる

か否かについては態度を明確にせず、一方、会社は、組合の求めるＤ

の職場復帰を和解交渉の前提とすることには応じられないとした（同

３( )⑥ 。1 ）

そのため、東京都労委は、同日 「和解のテーブルに着く前提につ、

いて聴取したが、職場復帰・他の諸事件の状況等和解の機が熟してい

ない」として、和解を打ち切った（同３( )⑥ 。1 ）

なお、会社は、同日の時点においてＤの復職を認めるかについて検

、 、 、 、 、討しておらず また 同日以降も Ｂ Ｃの復職のみに議論が集中し

Ｄの復職は全く議論の対象とされなかった（同３( )⑥ 。1 ）
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そうすると、組合と会社との和解は、紛争の一括解決とＤの復職と

いう和解交渉の前提条件で折り合いが付かず、会社が同人の復職につ

いて社内で格別の議論さえ行わないまま、具体的交渉のテーブルに着

く前の段階で決裂したものと考えられる。

エ 以上のとおり、本件においては、会社はス労に対しては、Ｂ、Ｃの

復職を前提とする和解交渉に応じる意向を示し、組合に対しては、Ｄ

の復職について社内で議論さえ行わず、同人の復職を前提とする和解

交渉に応じる意向は示さなかった。

しかし、会社がＤの復職を和解交渉の前提とすることに応じられな

いとしたのは、当時の組合との労使関係からそれを考えられるような

情勢にないと認識していた（同３( )⑥、同３( )③）ことによるもの1 2

であって、会社において、組合の意向を考慮することなく、最初から

Ｄの復職は認めないとの決定がされていたわけではなかった。

そして、組合が、ス労の場合とは異なり、同年５月６日の和解期日

において、紛争の一括解決に異議はない旨の回答をしなかったことは

明らかであるし、加えて下記(ｱ)ないし(ｳ)の事実からすれば、同日以

降も組合は紛争の一括解決に応じる意向を示したことはなく、結局の

ところ、組合には、本件和解交渉当時において、積極的に和解によっ

て紛争の一括解決を図る意向がなかったことが推認できる。

(ｱ) 組合は、昭和６１年３月７日付けのビラに「 同年１月３０日（

の東京都労委における事情聴取において、東京都労委に対し）一

日も早く命令を出されるよう要望しておきたいと結んで終わっ

た ・・・・ ス労）の屈服和解路線を粉砕して、Ｄ闘争に勝利。 （

するものである」と、また、同年６月５日のビラに「 ス労の）（

和解路線＝反動総屈服路線と対決し切り・・・Ｄ、Ｅ、Ｆ反弾圧

三大闘争を打ち立て ・・・８４大弾圧（８４年解雇事件）を粉、

砕する」と記載していた。さらに、組合は、同６３年４月２１日
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に内部報告資料としてまとめた Ｄ都労委闘争の経過 にも 同『 』 「（

６１年）５月６日・・・ 会社は）組合が受け入れる筈のない全（

面解決＝全面屈服を提示し」と記載していた。

(ｲ) また、本件再審査第２回審問においてＤ証人が証言していると

おり、組合は「不満なら闘う」を基本方針としており、かつ、現

実に、東京都労委に対しても、会社に対しても、同年５月６日の

和解打切り後、紛争の一括解決に応じる意思を示し、和解交渉の

再開を求める申入れ等をしたことは一切なく、団体交渉の場を含

め和解が話題とされたこともなかった（同３( )⑥ 。1 ）

(ｳ) さらに、前記第１の２( )のとおり、組合が本件救済申立て時に1

請求した救済内容は、会社がス労との間で進めている和解交渉を

即刻停止することであって、会社が、組合との間でもス労と同様

の和解交渉を進めること、すなわちＤの復職と紛争の一括解決を

内容とする和解交渉を開始することを請求したわけではなかっ

た。

そうすると、上記( )のとおり、和解は互譲の精神に基づき当事者1

双方が真しに歩み寄ることにより初めて可能になるものであり、和解

、 、に応じるか否かは原則として当事者双方の自由であるところ 会社が

Ｄの復職について同年５月６日の和解期日までに社内で検討していな

かったとしても、また、同日以降も検討を行わず、結局、組合に対し

て、同人の復職を前提とする和解交渉に応じる意向を示すにはいたら

なかったとしても、何ら不合理ではなく、組合と会社間で和解交渉が

開始されなかったのは、むしろ組合の自由な選択による結果であると

いえ、会社の対応を一方的に批判することはできない。

なお、会社とス労の和解は、その交渉開始当初の時点において既に

Ｂ、Ｃの職場復帰が確定的に合意されていたものではなく、結局、１

年１０か月に及ぶ交渉を経てようやく成立したものであり（同３( )1
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⑦ 、この一事をもってしても、本件和解交渉は、組合ないし組合の）

組合員を不当に差別し、組合の運営に支配介入するために行われたも

のではないことがうかがえる。

( ) 紛争の内容等3

ところで、組合は、Ｄの復職問題と、Ｃ、Ｂの復職問題を同一事案と

とらえ、会社が同一事案について組合とス労に対して同一の和解条件を

提案しなければ不当労働行為になると主張するもののようである。

しかしながら、以下のとおり、本件和解交渉の対象となる紛争の内容

等が、ス労の場合と、組合の場合とで同一であったとは到底いえず、同

一の和解条件を提案しなくとも不当とはいえないのであって、この点に

関する組合の主張は失当といわざるを得ない。

ア 本件和解交渉において、交渉の対象としてあがったのは、Ｄ、Ｂ及

びＣの復職問題と紛争の一括解決であった。紛争の一括解決とは、当

時係争していた事件すべての解決を含むものであったが、ス労と組合

とでは、会社との紛争の状況は相当異なっていたのであり（同３( )1

⑥・⑦ 、交渉の対象としてあがっていたものがス労と組合とで同一）

事案であったとはいえない。

特に、昭和６１年５月ごろ、組合には、Ｄのほかにも解雇者が７人

おり、そのうち５人は昭和５９年刑事事件に関連して懲戒解雇された

者で、事件後２年しか経過しておらず、同刑事事件は大阪地裁で、同

懲戒解雇は大阪府労委、大阪地方裁判所で係争中であった（同２( )2

⑩、同３( )⑥ 。1 ）

一方、ス労と会社との間で、Ｂ、Ｃ以外に解雇を争っていた者はお

らず（同３( )⑦ 、社長も「ス労の活動はかなりトーンダウンして1 ）

きている」と認識していた（同３( )③ウ 。2 ）

イ また、復職問題だけをみてみても、職場復帰をめぐり考慮すべき事

情が、Ｄと、Ｂ、Ｃとで同じであったとはいえない。例えば、Ｄは、
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昭和５１年 月の刑事事件に関し７件の起訴事実について有罪とされ4

たのに対し、Ｂは１件の起訴事実について有罪とされ、Ｃは無罪であ

った（同２( )② 。そして、同刑事事件に係る東京地裁判決に対し2 ）

て控訴したのは、Ｄだけであった（同２( )③ 。さらに、Ｄは、本2 ）

件和解交渉開始の２年前である同５９年にも再度刑事事件で起訴され

ており 同事件の関係では５人の組合の組合員が懲戒解雇となった 同、 （

２( )⑩ 。なお、組合は、Ｂが、同５１年１２月に警察官に対する2 ）

公務執行妨害事件で起訴され 有罪判決が確定していること 同２( )、 （ 1

）を指摘するが、職場内の行為について有罪とされたわけではな○24

く、かつ、本件和解交渉開始時の１０年前の話であり、その後事件を

起こしていないのであるから、職場復帰をめぐり考慮すべき事情が、

ＢとＤとで同じであったとはいえない。

( ) 小括4

以上の次第であるから、会社が、本件和解交渉において、上記のとお

り労働組合間で異なる意向を示したことには合理的な理由があるとい

え、会社が組合に対してＤの職場復帰を前提とした和解を提案しなかっ

たことが労働組合法第７条第１号ないし第３号の不当労働行為に該当す

るとはいえない。

( ) 再審査手続上の問題5

ア 組合は、東京都労委らが労働組合法第７条の使用者に該当し、東京

都労委らが不当労働行為を行った旨主張する。しかし、東京都労委ら

は本件和解交渉において労働委員会の権限を行使し、審査委員として

の職務を執行したにすぎない。また、組合の組合員との間に雇用関係

ないし労使関係あるいはそれらに近接ないし近似した関係にないこと

は明らかであり、本件において東京都労委らが同条の「使用者」に当

たる余地はない。したがって、東京都労委らについて本件再審査手続
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の当事者に追加することを求める組合の申立ては失当である。

イ また、組合は、審査委員が、組合の申立てに係る東京都労委で行わ

れたス労と会社間の和解に関する調書等の物件提出命令を却下したの

は不当であると主張するが、和解調書等は当事者以外に公開できない

ものであり、かつ、会社とス労間における和解交渉の進展が、Ｄ及び

組合に対する不当労働行為の成否に影響を与えるものとは考えられな

いので、同和解調書等は本件の審査には必要がなく、組合の上記主張

は理由がない。

２ 争点２（社長発言等）について

( ) 組合は、昭和６１年６月９日のＥＲセミナーにおける社長説明を録画1

したビデオテープの中に 「Ｄ氏は思想的に問題があるので職場復帰さ、

せる考えはない」との社長発言が含まれていると主張し、同主張に沿う

記載ないし供述が、三田尻油槽所所員の陳述書及び 証人の証言（初L

審第９回審問）にある。

しかし、上記ビデオテープの反訳書（本件再審査第４回調査において

同ビデオテープを放映し、同反訳書の正確性を確認 ）によれば、社長。

は「現在Ｄ君の復職を考えるような情勢にない」と発言したにすぎず、

組合主張の社長発言があったとは認められないから、同発言が支配介入

の不当労働行為に当たるとする組合の主張は失当である。

( ) また、組合は、会社が労務担当者を全国の事業所に派遣して、上記ビ2

デオテープを見せ、ス労とのみ和解を進める旨の説明を行った行為自体

が、会社ぐるみで組合に対する差別を実行するための合意形成を行った

もので、不当労働行為に該当すると主張する。

しかし、上記のとおり組合主張の社長発言があったとは認められず、

しかも、前記１のとおり会社とス労の間のみで和解交渉が進展すること

になったのには合理的な理由があるのであるから、会社がこれを全国職

制に説明したことが不当労働行為に該当する余地はない。
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( ) したがって、争点２に関する組合の主張はいずれも失当である。3

なお、組合は、上記反訳書中に組合主張の社長発言がなかったため、

本件再審査において、昭和６１年６月９日の社長説明だけでなく、その

前後に行われた人事担当取締役の説明や質疑応答等にも対象を広げて、

これらにおける発言等が不当労働行為に該当する旨主張を追加したが、

問題となる発言についての具体的な主張がなく、かつ、その際に不当労

働行為に該当するような発言等があったことを裏付ける証拠もないの

で、組合の上記主張は採用できない。

以上のとおりであるので、本件再審査申立てには理由がない。

よって、労働組合法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに

労働委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。

平成２０年５月２１日

中 央 労 働 委 員 会
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別 紙

略 語 ・ 略 称 一 覧

初出 略語・略称 原 語 ・ 原 呼 称

頁

中 労 委 中央労働委員会１

東京都労働委員会（平成１６年１２月までは「東京都地方労働委員会 ）東 京 都 労 委 」

エクソンモービル有限会社（初審申立て当時はエッソ石油株式会社）2 会 社

ス 労 全国石油産業労働組合協議会ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ｳﾞｧｷｭｰﾑ石油労働組合

組 合 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ｳﾞｧｷｭｰﾑ石油自主労働組合

社 長 Ａ社長

Ｂ Ｂ

Ｃ Ｃ

Ｄ Ｄ

Ｚ 委 員 Ｚ審査委員

3 Ｅ Ｅ

Ｆ Ｆ

Ｇ Ｇ

Ｈ Ｈ

Ｉ Ｉ

Ｊ Ｊ

Ｋ Ｋ

東京都労委ら 東京都労委及びＺ委員

6 エ ッ ソ 石 油 エッソ石油株式会社

モービル石油 モービル石油株式会社（モービル石油有限会社の前身）

エ ッ ソ 化 学 エッソ化学株式会社

エ 労 エッソ石油労働組合

大阪府労働委員会（平成１６年１２月までは「大阪府地方労働委員会 ）7 大 阪 府 労 委 」


